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２ 届出の流れ 

 

届出が必要となる行為を行う場合は、行為に着手する 30 日前までに行為の種類、場所、設計又は施

行方法、着手予定日などについて飯田市へ届出してください。 

届出受理後、景観育成基準や特定開発事業等の基準等により内容確認を行います。また、地域へ行為

に関する情報を事前にお知らせするために、市が地域協議会へ届出が行われたことを通知します。 

 

届出を市が受理した日から 30 日を経過した後でなければ、行為に着手できません。ただし、基準に

照らし適正であり土地の利用や良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない場合は、期間を短縮しま

す。 

 

 特定開発事業等については、事業着手届と事業完了届が必要となります。事業完了後、市が確認を行

い適合証を交付します。 

 

特定開発事業等に該当する行為 

特 定 開 発 事 業 等 

建

築

物

新築、増築、改築、移転  建築面積が 500 ㎡を超えるもの 

 

 地盤面からの高さが 10ｍを超える部分に居

室の床面を有するもの 

 階数が 4 以上の階に居室を有するもの 

工

作

物

太陽光発電施設（一団の土地又は水面に太

陽電池モジュールを設置するものをいい、

建築物の屋根、屋上等に設置するものを除

く。）の建設等 

 設置面積が 500 ㎡を超えるもの 

 高さが 10ｍを超えるもの 

注）連続して設置する場合にあっては、連続する

太陽電池モジュールのうち、最下部に位置するも

のの下端を地盤面として、その地盤面から最上部

に位置するものの上端までの高さが 10ｍを超え

るもの 

開

発

行

為

主として建築物の建築又は特定工作物の建

築の用に供する目的で行う土地の区画形質

の変更 

 開発区域の面積が 500 ㎡を超えるもの 

 

注)自己の居住の用に供する目的で行うものを除

く。 

土

地

の

形

質

変

更

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その

他土地の形質の変更 

 面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

 

注)土石の採取、鉱物の掘採及び公共土木工事に

係るものを除く。 

 

 届出等の流れは次ページに示します。 
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飯田市
(都市・地域計画課)

地域の計画の推進の見地から市長へ
意見を述べることができる(意見書)

市による届出内容のチェック【基準】

指導、勧告、命令
(届出日から30日以内)

土地利用基本方針 （地域別方針） 景観計画 （地域景観計画）

特定開発事業
等の基準

土地利用
基本計画

地域土地利用計画
(土地利用の誘導基準)

標識の設置
(届出日～行為完了)
※特定地区に限る

行為の着手
(届出日から31日以降)

特
定
開
発
事
業
等

事業着手の届出
（事業着手届）

事業完了の届出
（事業完了届）

事業完了の確認
（届出日から14日以内）

適合証の交付
（確認日から７日以内）

行為完了

市長へ説明会の開催要請
（同意見書による）

事業者等へ説明会
の開催要請（要請書）

説明会の開催(14 日以内)

説明会の報告(14 日以内)

飯田市

届出者

土地利用に関する届出等の流れ

凡例

届
出
対
象
、
基
準
の
強
化
の
提
案
、
申
出

景観育成基準
(普通地域)

景観育成基準
(景観育成特定地区)

連携
地域協議会へ通知
（届出等受理通知書）

まちづくり委員会

土地利用調整条例

各
条
例

届出者
【行為の届出】

基準を満たし、支障
がないと市長が認める
場合は、期間を短縮す
ることを通知します。

行為の種類
によっては、90
日を超えない
範囲で延長す
る場合もありま
す（屋外広告
物を除く）。

特
定
開
発
事
業
以
外

利用開始

土地利用計画
審議会

地
域
協
議
会
の
意
見
を
添
え
て

土
地
利
用
計
画

審
議
会
等
の
審
議

市

市
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２－１ 座光寺地区・上郷地区における届出の流れ 

 
飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するため

の届出等に関する条例により、座光寺地区・上郷地区全域で届出が必要となる行為を行う場合は、行為

に着手する 45 日前（建築物の解体については 7 日前）までに行為の種類、場所、設計又は施行方法、

着手予定日などについて飯田市へ届出してください。ただし、土地利用調整条例又は景観法・景観条例

の届出が必要な行為については、その届出の 15 日前までに届出が必要となります。 

届出受理後、景観育成基準や特定開発事業等の基準等により内容確認を行います。また、地域へ行為

に関する情報を事前にお知らせするために、市が地域協議会へ届出が行われたことを通知します。 

 
 
  

届出の流れ

本条例に基づく届出

工事等の着手

法令に基づく
許可の申請等

45日前
（解体は７日前）

必要に応じて指導

地域との情報共有

調整条例、景観法・景観条例に
基づく届出

（30日前）

15日前
（調整条例、
景観法・景観
条例の届出を
要する場合）
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